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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

告
訴
及
び
告
発
の
受
理
、
処
理
状
況
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
六
十
二
年
三
月
二
十
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

原 
 

健 

三 

郎 

殿 

 

提 

出 

者 
 

新 

村 

勝 

雄 

 

一 

 



 

犯
罪
に
よ
り
害
を
被
つ
た
者
は
告
訴
す
る
こ
と
が
で
き
、
何
人
で
も
犯
罪
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
告
発
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
国
民
の
権
利
と
し
て
刑
事
訴
訟
法
に
明
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
近
時
、
犯

罪
発
生
数
の
増
大
と
捜
査
機
関
の
多
忙
化
に
伴
い
、
国
民
よ
り
検
察
庁
及
び
警
察
に
対
し
て
提
出
さ
れ
る
告
訴
及

び
告
発
の
受
理
、
処
理
状
況
に
か
な
り
の
渋
滞
が
見
ら
れ
、
国
民
の
間
に
捜
査
の
迅
速
化
を
望
む
声
が
高
ま
つ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。 

三 

告
訴
、
告
発
事
件
の
処
理
に
要
す
る
平
均
期
間
。 

一 

最
近
三
年
問
に
お
け
る
告
訴
事
件
の
受
理
、
処
理
状
況
。 

二 

最
近
三
年
間
に
お
け
る
告
発
事
件
の
受
理
、
処
理
状
況
。 

 
従
つ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
答
え
ら
れ
た
い
。 

告
訴
及
び
告
発
の
受
理
、
処
理
状
況
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

 

四 
四 
当
局
は
、
告
訴
、
告
発
事
件
の
処
理
の
迅
速
化
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
対
策
を
と
つ
て
お
ら
れ
る
か
。 

五 

我
が
国
の
刑
事
訴
訟
法
上
、
告
訴
、
告
発
の
「
受
理
」
ま
た
「
不
受
理
」
処
分
の
観
念
は
な
く
、
一
応
適
式
な
告

訴
又
は
告
発
が
な
さ
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
を
正
式
に
受
理
し
た
上
、
迅
速
な
処
理
を
な
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
近
時
、
検
察
庁
及
び
警
察
の
第
一
線
実
務
の
慣
行
と
し
て
、
当
局
が
、
告
訴
、
告
発
の
受
理
を 

 

「
拒
み
」
又
は
「
し
ぶ
り
」
若
し
く
は
「
参
考
預
り
」
と
す
る
な
ど
の
例
が
多
発
し
、
国
民
は
困
惑
し
つ
つ
あ
る
と
き

く
。
実
情
を
ご
調
査
の
上
、
右
不
受
理
等
の
統
計
的
発
生
率
に
つ
い
て
回
答
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


